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第二次坂井市総合計画後期基本計画策定にあたって 

 
 

本市の将来像である「輝く未来へ…みんなで創る希望のまち ～ 子どもたちの夢を育

む“ふるさと”を目指して」の実現に向けて、令和２年３月に第二次坂井総合計画を策定

し、前期基本計画に掲げる様々な施策に取り組んできました。 

人口減少・高齢化社会の更なる進展が予測される中で、坂井市が持続的に発展を遂げる

ためには、住みよさを高めるだけでなく、市民が幸福を実感でき、住み続けたくなるまち

づくりを進めていくことや市民との対話を通して、共に坂井市民の幸せや坂井市の将来を

考えていくことで、坂井市に暮らす全ての人の幸福感の向上に向け取り組んでいくことが

重要であると考えております。 

令和 7年度から令和 11年度までを計画期間とするこの「後期基本計画」においては、こ

れまで施策の実行に大切にしてきた「ひと」を育てる視点、「住みよさ」を高める視点、「多

様性」を生かして発展していく視点の３つの視点に加え、新たに「幸せを実感できるまち

づくり」の視点を加え、坂井市に暮らす全ての人が幸福を実感できる施策を推進してまい

ります。 

この基本計画の策定にあたり、多数のお貴重なご意見をいただきました市民の皆様をは

じめ、熱心にご審議をいただきました坂井市総合計画審議会の委員並びに市議会議員の皆

様に心からお礼を申し上げます。 

 

 令和 7年 3月 
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第二次坂井市総合計画 後期基本計画 

第１章 計画策定の方針 
 

１－１ 後期基本計画策定の趣旨 

本市では、令和 2年（2020 年）に第二次総合計画（計画期間：令和 2年度（2020 年度）～

令和 11年度（2029年度））を策定し、将来像「輝く未来へ…みんなで創る希望のまち ～子

どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して～」の実現に向け、3 つの視点からなる 6 つの

施策分野に取り組んできました。 

今回策定した総合計画後期基本計画は、令和 2年度（2020 年度）を初年度とする基本構想

の後期 5年間（令和 7年度（2025 年度）～令和 11 年度（2029年度））の基本計画となります。 

後期基本計画は、基本構想で定めている 6 つの施策の大綱を実現するため、新たな課題に

も対応できるよう社会情勢の変化や前期基本計画の達成状況等を検証し、施策に反映しまし

た。また、現在の取り組みに対する市民評価と今後の市民意向、市民の幸福度を把握するた

め、市民満足度調査および市民ワークショップを実施しました。 
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第１部 序論   

 

１－２ 計画の構成と期間 

第二次坂井市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」によって構成し、具体的な取り組みに

あっては「坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、総合戦略という。）」に基づいて

推進していきます。 

「基本構想」は、本市が目指すべき将来像を明らかにするとともに、それを実現するため

の施策の大綱を定めるもので、令和 2 年度（2020 年度）を初年度とする令和 11 年度（2029

年度）までの 10年間を計画期間とします。 

「後期基本計画」は、「基本構想」で定めた将来像の実現に向け、前期基本計画の成果およ

び課題を検証するとともに、本市を取り巻く社会経済情勢の変化等を踏まえ、今後推進する

基本的施策を示したものです。 

計画期間は、令和 7 年度（2025 年度）から令和 11 年度（2029 年度）までの 5 年間としま

す。 

「総合戦略」は、「基本計画」で定めた基本的施策の方向や、その目標達成のために必要な

具体的な事業やＫＰＩ（重要業績評価指標）を定めるもので、毎年検証を行い必要に応じて

更新することを可能とします。 

また、総合計画は市の最上位計画であるため、各分野の個別計画は、総合計画との整合を

図りながら策定・改定します。 
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第二次坂井市総合計画 後期基本計画 

第２章 計画策定の背景 
 

２－１ 社会動向 

（１）人口減少社会の到来と少子高齢化の進展 

我が国の人口は、平成 20 年（2008年）をピークに減少に転じ、国立社会保障・人口問題

研究所（※1）の将来推計人口によると、令和 38 年（2056年）には１億人を割り込むこと

が見込まれており、長期的に減少していくことが予想されています。 

また、我が国では、男女とも非婚化、晩婚化が進行しています。令和 2 年（2020年）の

未婚率は 35～39歳の男性は 38.5％、35～39歳の女性は 26.2％となっており、令和 4年（2022

年）時点の男女別平均初婚年齢は、男性が 31.1歳、女性が 29.7歳となっています。 

出生数は、昭和 50年代から減少傾向に転じ、平成 28年（2016 年）には、統計史上初め

て 100万人を下回り、令和 5年（2023 年）の出生数は 72.7万人となっています。また、令

和 5年（2023 年）の合計特殊出生率は 1.20 で、依然として、人口置換水準（※2）の 2.07

を大きく下回る状況が続いており、さらには女性の人口も減少していくため、出生数の大

幅な増加は見込めない状況です。 

一方、人口構成も変化し、65 歳以上の高齢者人口が平成 9 年（1997 年）には 15 歳未満

の年少人口の割合を上回るようになり、令和 2年（2020年）時点は 3,603万人で、全人口

に占める割合は 28.6％と一貫して増加しています。また、15 歳から 64 歳の生産年齢人口

は、令和 2 年（2020 年）の 7,509 万人（総人口に占める割合は 59.5％）から、令和 32 年

（2050年）には 5,540万人（同 52.9％）に減少すると推計されています。 

このような少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少により、労働力や消費活動が縮小す

ることで経済活動が停滞し、税収の減少と社会保障費の増大等により、財政状況が厳しく

なることが予想されます。 

また、地域における担い手の減少は、建物や宅地、農地、山林等の不十分な管理や未利

用地の増加といった課題を顕在化させつつある一方、発生した空き家や空き地を地域資源

と捉え、地域の賑わい創出への有効活用を図る等の豊かで快適な生活空間や交流活性化を

促進する取り組みが進められています。 

今後は、人口減少・超高齢社会（※3）にあっても、地域経済の活力を維持・向上させ、

市民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりが求められています。 

  



 

5 

 

第１部 序論   

（２）多様性を尊重し合う地域共生社会づくり 

都市化の進展や核家族化、就労形態の変化等により、人々のライフスタイルや価値観が

多様化しています。こうした社会の多様化が進む中、それぞれがお互いの違いを受け入れ、

認め合い、共感できる地域共生社会を構築していくことが重要となっており、そのために

は、性別や年齢、障がいの有無、国籍等に関わらず、多様な他者への理解促進と多様性が

認められ、一人ひとりが活躍することができる社会の実現を目指すことが重要です。 

また、こどもたちを地域や社会の未来を担う人材として育成していくことが重要です。

しかしながら、いじめや不登校、自殺の増加、貧困等のこどもを取り巻く状況は深刻化し

ております。 

このような中、国は、令和 5年（2023 年）に、「こども基本法」を施行するとともに、「こ

ども家庭庁」を創設し、次代の社会を担うこどもたちが夢や希望を持って健やかで幸せに

成長できるよう、常にこどもの最善の利益を第一に考えた「こどもまんなか社会」（※4）

の実現に向け、様々な取り組みを推進しています。 

（３）安全・安心に対する意識の高まり  

平成 23年（2011年）3月の東日本大震災や平成 28 年（2016 年）4 月の熊本地震、令和 6

年（2024 年）1 月の能登半島地震では、これまでの想定を上回る規模の被害をもたらしま

した。 

このように、全国各地で地震や津波、台風、集中豪雨等の様々な自然災害が頻発してお

り、平成 30年（2018 年）2月の大雪被害や今回の能登半島地震の発生により、市民の防災

や減災に対する意識が高まっています。不測の事態においても、その影響を最小限に留め、

いち早く日常生活を取り戻すためのレジリエンス（※5）の強化が求められています。 

一方、交通事故や特殊詐欺、ストーカー、連れ去り等のこどもや高齢者、女性等が巻き

込まれるトラブルや犯罪が発生し、地域では、子育て世帯や一人暮らし高齢者の孤立化、

ひきこもり、生活困窮世帯等の社会的孤立や貧困といった問題が発生しています。 

自然災害はもとより、日常生活の中にあっても、様々な不安要素や危険性が増大してい

るため、市民の防犯や交通安全に対する啓発、消費者教育等に取り組むとともに、地域福

祉施策の充実等により、安全で安心な暮らしを確保していくことが求められています。 
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第二次坂井市総合計画 後期基本計画 

（４）地球環境問題への対応 

世界人口は 80億人を突破し、令和 40年（2058年）頃には 100 億人を突破すると予測さ

れています。人間の産業活動等に伴う地球環境への負荷はますます増大し、人類の生存基

盤である地球環境は存続の危機に瀕しています。 

こうした危機感を背景に、国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（ＣＯＰ21）（※6）

においては、令和 2 年（2020 年）以降の地球温暖化対策の世界的枠組みが採択されたパリ

協定（※7）を受け、地球温暖化や生態系の破壊等の地球環境問題への対応として、国は、

温室効果ガスの新たな削減目標（平成 25 年度（2013 年度）比で令和 12 年度（2030 年度）

に 46％減）を掲げています。 

また、国は、令和 2年（2020年）10月に、令和 32 年（2050年）までに温室効果ガスの

排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。 

さらに、脱炭素社会を実現するために、化石エネルギーを中心とした産業構造・社会構

造をクリーンエネルギー中心へ転換する「ＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）」

（※8）を推進しており、事業所や自治体における取り組みが求められています。 

生物多様性の観点では、都市の緑化に求められる機能の多様化や自然と共生する世界の

実現をめざした生物多様性条約に基づく世界目標が定められ、我が国においても、令和 5

年（2023 年）3 月に、新たな「生物多様性国家戦略 2023-2030」を閣議決定し、2030 年ま

でに取り組む目標等を定めています。 

このような状況を踏まえ、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会からごみ減量や再資源

化等を通じた循環型社会への転換、再生可能エネルギーの導入拡大や省エネルギーの推進

による脱炭素社会の実現等の自然と共生する持続可能な社会の構築が求められています。 

（５）高度情報化社会の進展 

インターネットをはじめとする情報通信技術は、飛躍的な進歩を見せ、生活の利便性の

向上や産業の生産性の向上に大きく寄与しており、私たちの日常生活や経済活動において

大きな影響を与えています。 

また、「ＩｏＴ」（※9）や「ＡＩ」（※10）、「ＲＰＡ」（※11）、「ビッグデータ」（※12）

等の技術革新は、生産、販売、消費といった経済活動に加え、健康、医療、公共サービス

等の幅広い分野や人々の働き方、ライフスタイルにも大きな影響を及ぼすことが見込まれ、

その変化への対応が求められています。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日常生活や社会経済等のあらゆる場

面でそのあり方や仕組みを根本から変革する「ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーショ

ン）」（※13）が加速化しています。 

加えて、令和 3 年（2021 年）に、国はデジタル庁を発足させ、行政の各分野におけるＤ

Ｘを着実に進めることを目的とした様々な取り組みを推進しています。 

一方で、デジタルデバイド（※14）の解消や情報セキュリティ対策、デジタル人材の育

成等の様々な課題も生じています。デジタルの有効活用と合わせて、誰もが便利で安心し

て利用できる環境づくりが求められています。 
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（６）経済・雇用環境の変化 

我が国の経済は、長年にわたり成長が停滞しており、政府による財政・金融政策や成長

戦略が推進されているものの、効果は限定的な状況にあります。 

また、近年では新型コロナウイルス感染症の拡大や円安の進展、原油等のエネルギー価

格の上昇に伴う物価高騰等により、先行き不透明で見通しが立たない経済環境となってい

ます。 

雇用情勢では、生産年齢人口の減少や団塊の世代の定年退職等による後継者・人手不足

の影響が大きく、経済の持続的な成長に向けて、労働力の確保は大きな課題の一つとなっ

ています。 

そのため、労働における生産性の向上はもとより、女性や高齢者を含め、就労を希望す

る方が活躍できるように、多様な働き方を可能とする環境整備が求められています。 

さらに、我が国で働く外国人労働者数は増加傾向で推移し、令和 5年（2023 年）10 月末

時点で、約 205万人となっており、外国人材の雇用の届出が義務化された平成 19 年（2007

年）以降、過去最高を更新しています。平成 31年（2019 年）年に、改正出入国管理および

難民認定法が施行されたことにより、今後、更なる外国人労働者の受入れが進むと考えら

れることから、異文化理解の向上を目的とした啓発や在住外国人との国際交流の促進等が

求められます。 

（７）グローバル社会の進展 

情報通信技術の進展、輸送・交通手段の発達により、人やモノ、情報、資金の流れは国

や地域の枠を超え、世界規模へと拡大しています。経済活動においてもグローバル化の進

展により、国・地域間の競争は激しさを増しています。 

近年の世界経済の成長やアジア諸国の経済発展による所得の向上により、特に近隣諸

国・地域において、日本への旅行者が大きく増加する中、観光を我が国の成長戦略の柱、

地方創生の切り札と位置付け、ビザの緩和や外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、多

言語表記の受入環境整備等の諸施策を実行してきました。 

これにより、訪日外国人旅行者（インバウンド）数および訪日外国人旅行消費額は、令

和元年（2019 年）まで飛躍的に増加してきました。令和 2年（2020 年）以降は、新型コロ

ナ感染症の影響により大幅に落ち込みましたが、令和 5 年（2023 年）の訪日外国人旅行者

数は 2,507 万人とコロナ禍前の令和元年（2019年）の約 8 割まで回復しました。 

また、訪日外国人旅行消費額も令和 5 年（2023 年）時点で、5 兆 3,065 億円とコロナ禍

前を約 10％上回り過去最高となっています。 

それぞれの地域においては、国内市場のみに目を向けるのではなく、アジアの発展を積

極的に取り込み、世界で評価され得る固有の文化を発信する等のグローバル化する人やモ

ノ、情報の流れを意識しつつ、地理的条件や地域特性等の強みを生かした独創的な生き残

り策を講じていくことが求められています。 
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（８）地方創生と効率的な行財政運営 

国は、平成 26年（2014年）に、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少や東京圏へ

の人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保し、将来にわたって

活力ある日本社会を維持していくことを目的に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、

目指すべき将来の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」およびこれを

実現するための目標や施策等をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しま

した。 

まち・ひと・しごと創生は、国と地方が一体となって取り組む必要があり、各自治体は

「地方版人口ビジョン」および「地方版総合戦略」を策定し、取り組みを推進してきまし

た。 

こうした中、国は、令和 4年（2022 年）12月に、第 2期「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を抜本的に改訂し、令和 5年度（2023 年度）を初年度とする 5か年計画である「デ

ジタル田園都市国家構想総合戦略」を閣議決定し、これまでの地方創生の取り組みにデジ

タルの力を活用して加速させ“全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会”を目指す

ことが示されました。地方においても、地域の個性や魅力を生かした地域ビジョンを再構

築し、具体的な地方活性化の取り組みを推進するための「地方版総合戦略」の改訂に努め

ることとされました。 

また、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」では、デジタル技術を活用して、都市から

地方への人の流れをつくる方針が掲げられています。転職なき移住、二地域居住は、都市

部の人々にとって豊かな暮らしの実現等につながり、地方においては、地方創生に資する

大きな契機となり得ることから、今後、移住者や定住者の増加につながる取り組みを推進

していくことが求められます。 

一方、社会資本に目を向けると、高度経済成長期に整備したものが多く、完成から長期

間が経過し、老朽化した施設等が更新時期を迎えています。これまでにも、計画的な更新

に取り組んできましたが、今後、修繕や更新にかかる費用が財政の大きな負担となること

が懸念されています。 

今後は、人口減少社会にあわせた効率的な行財政運営を通じた歳出抑制と、公共施設等

の適正な配置や管理・運営に取り組み、持続可能な行政サービスを提供することが求めら

れています。 
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２－２ 本市の現状 

（１）位置および地勢 

本市は、福井県の北部に位置し、南北約 17km、東西約 31kmにおよぶ東西に長い行政区域

で、総面積は約 210 ㎢です。西は日本海に面し、東は勝山市、北はあわら市および石川県、

南は福井市および永平寺町に接しています。 

本市の南部を九頭竜川が、東部の森林地域を源流とする竹田川が北部を流れ、西部で合

流して日本海に注ぎ込んでいます。中部には福井県随一の穀倉地帯である広大な坂井平野

が広がり、西部には砂丘地および丘陵地が広がっています。 

土地利用を地目別にみると、田畑が 34.2％、山林・原野が 29.9％を占めており、豊かな

自然環境に包まれています。 

道路網は、東部に北陸自動車道・丸岡インターチェンジや一般国道 364 号、西部に一般

国道 305 号、中部に一般国道 8 号、主要地方道福井金津線（嶺北縦貫線）および主要地方

道福井加賀線（芦原街道）が走る等の主要な基幹道路は南北方向を中心に発達しています。 

また、鉄道網も本市の中央を南北に走り、ハピラインふくい線に 2 駅、えちぜん鉄道三

国芦原線に 9駅設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人口・世帯 

田

6,033.1 ha
29.7%

畑

894.5 ha
4.4%

宅地

2,415.2 ha
11.9%

山林

5,982.5 ha
29.4%

原野

98.1 ha
0.5%

その他

4,908.2 ha
24.1%

地目別面積計
20,331.6ha

（資料：固定資産概要調書（令和 6 年（2024 年）1 月 1日時点）） 
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①人口・世帯数の推移 

本市の令和 2 年（2020 年）10 月 1 日時点の人口は 88,481 人で、福井県全体 766,863 人

の 11.5％を占め、福井県第 2 位の人口規模となります。平成 17 年（2005 年）までは一貫

した増加傾向にありましたが、近年は減少傾向にあります。 

世帯数は 31,067世帯で、福井県全体 291,662 世帯の 10.7％を占めています。経年的には

増加傾向にあり、その伸びは近年、鈍化しつつありましたが、令和 2 年（2020 年）には再

び高い伸び率を示しています。 

世帯人員は 2.85 人/世帯で、福井県の平均 2.63 人/世帯を上回っていますが、一貫した

減少傾向にあり、少子化や世帯分離が進展している状況がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口・世帯数の推移 
資料：国勢調査 

②年齢階層別人口構成比 

令和 2 年（2020 年）における年少人口（15 歳未満）は 11,535 人（13.2％）で、福井県

平均の 12.6％を上回っていますが、減少傾向にあります。老年人口（65歳以上）は 25,434

人（29.0％）で、福井県平均の 30.8％を下回っていますが、一貫した増加傾向にあり、平

成 12年（2000年）以降は年少人口と老年人口の数が逆転し、その差は年々拡大しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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③産業別就業者数 

令和 2 年（2020 年）の就業人口は 46,022 人で、総人口の 52.0％となっています。経年

的にみると、平成 17年（2005年）をピークに減少傾向にあります。 

産業分類別にみると、第１次産業就業人口の減少が著しく、昭和 60年（1985 年）の 5,794

人から令和 2年（2020年）は 1,739人と大きく減少しています。 

また、第 2次産業就業人口も平成 7年（1995 年）をピークに漸減傾向にあり、第３次産

業就業人口は、微増傾向から令和 2年（2020 年）は微減に転じています。福井県全体と比

較すると、第１次および第２次産業に占める割合がやや高く、第３次産業の占める割合が

やや低くなっています。 
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図 人口ピラミッドの推移 
資料：国勢調査 

図 産業別就業人口構成比の推移 
資料：国勢調査 
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第３章 主要施策の進捗状況 
 

３－１ 主要施策の概況 

令和 2 年度（2020 年度）を初年度とする第二次坂井市総合計画では、「輝く未来へ…みん

なで創る希望の都市～子どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して～」を将来像に掲げ、

本市がこれまでに進めてきた協働のまちづくりをさらに発展させ、これからもまちづくりの

基本は「ひと」であるという姿勢のもと、次世代を担うこどもたちの夢を育み、すべての人

が個性を発揮できるまちづくりの実現に向けて、3-2 の主要施策の進捗状況のとおり、基本

施策に着実に取り組んできました。 

一方、総合計画後期基本計画の策定に先立って行った「市民満足度調査(※)」の政策評価

調査では、安定した水の供給と良好な水環境の維持や循環型社会の構築、健康づくりの推進

等の項目で比較的高い満足度となっていますが、暮らしを支える道路網の整備や住環境の整

備、地域公共交通と広域ネットワークの充実等の項目では、不満を示す割合が高くなってい

ます。 

また、5 年前の政策評価調査（14 ページ）と比較すると、項目数や項目名が変更になって

いて単純な比較はできませんが、地域公共交通と広域ネットワークの充実や観光の振興等の

多くの項目で「満足」「まあ満足」が増加して「やや不満」「不満」が減少しており、5 年前

より市民の満足度が向上していると分析できます。 
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図 政策評価調査（令和６年（2024年）３月調査） 

【取り組み・方針 比較結果】

①「満足」「まあ満足」が増加し、「やや不満」「不満」が減少したもの ・・・１４／３１

②「満足」「まあ満足」が減少し、「やや不満」「不満」が増加したもの ・・・ ２／３１

③「満足」「まあ満足」が増加したもの ・・・ ３／３１

④「やや不満」「不満」が減少したもの ・・・ ３／３１

⑤「満足」「まあ満足」が減少し、「やや不満」「不満」も減少したもの ・・・ ４／３１

⑥「わからない・意見なし」が減少したもの ・・・１８／３１

⑦「わからない・意見なし」が増加したもの ・・・ ９／３１

⑧比較が難しいもの ・・・ ３／３１
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2.9%
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3.5%

2.1%
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5.3%

1.4%

7.2%

7.8%

4.3%

13.9%

12.6%

21.0%

13.2%

13.9%

14.3%

15.9%

14.4%

21.3%

8.8%

9.6%

13.5%

17.8%

12.9%

13.6%

15.5%

16.7%

10.3%

13.0%

15.4%

19.3%

18.9%

10.5%

15.1%

12.8%

9.9%

12.8%

7.5%

4.9%

12.3%

19.1%

3.0%

2.8%

3.0%

2.5%

2.5%

2.7%

2.7%

1.9%

2.3%

2.1%

2.1%

1.8%

2.5%

2.1%

2.3%

2.3%

2.7%

2.2%

2.4%

3.0%

3.3%

3.2%

2.8%

3.2%

2.4%

2.7%

2.8%

2.3%

2.5%

2.7%

3.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

誰もが暮らしやすい共生社会の推進

多様な主体と連携した協働のまちづくり

国際・都市間交流の推進

関係人口の拡大と住みよさの実感

効率的な行財政運営の推進

地域福祉の充実

児童福祉の充実

高齢者福祉の充実

障がい者福祉の充実

健康づくりの推進

地域医療体制の充実

社会保障制度の安定的な運営

学校教育の充実

社会教育・障害教育の充実

歴史・文化・芸術の伝承と振興

生涯スポーツの振興

自然環境の保全と共生

循環型社会の構築

生活環境の保全と充実

美しい景観資源の活用

農林水産業の振興

商工業の振興

観光の振興

働く環境の充実

災害に強いまちづくりの推進

安全・安心対策の充実

住環境の整備

安定した水の供給と良好な水環境の維持

暮らしを支える道路網の整備

地域公共交通と広域ネットワークの充実

情報ネットワーク社会の構築

満足 まあ満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない・意見なし 無回答
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第二次坂井市総合計画 後期基本計画 

 

  

図 政策評価調査（前回平成３１年（2019年）３月調査） 
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3.4%

3.4%

2.6%

3.1%

3.0%
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11.4%

3.4%
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3.7%

3.2%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市民と行政の協働のまちづくり

男女共同参画社会の推進

人権尊重の社会づくり

行政改革の推進

計画的な土地の活用

道路網の整備

情報化の推進

農林業の振興

水産業の振興

商工業の振興

雇用環境の整備

定住促進

防災対策の推進

安全・安心対策の充実

居住環境の整備

上水道の整備

下水道の整備

公園・緑地の整備

公共交通網の整備・充実

自然景観や歴史的町並みの保全

ゴミの減量化、資源化の推進

公害など環境汚染の防止

地域福祉の支援体制

子育て家庭への支援

高齢者への支援

障がい者への支援

健康づくりの推進

地域医療体制の充実

医療保険制度の充実

幼児教育の充実

学校教育の充実

多様な生涯学習機会の提供

青少年の健全育成

歴史・文化の保存、継承

芸術文化に親しむ機会の提供

     をする機会や場所の提供

観光の振興

国際交流の推進

満足 まあ満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない・意見なし 無回答
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第１部 序論   

３－２ 主要施策の進捗状況 

（１）みんなで未来につなぐまちづくり 

市民一人ひとりの個性と多様性が尊重され、誰もが生き生きと暮らし、活躍できるまちづ

くりを推進し、市民や企業等への普及・啓発にも取り組みました。 

男女共同参画社会への実現を目指し、意識啓発を図るための出前講座等を実施しました。

また、市内企業に対し、仕事と生活の両立を考え、個人の人生の幸せと企業の業績アップを

目指す上司（イクボス）の推進・普及を図り、働き方改革や女性の活躍を推進しました。 

コミュニティセンター単位で全地区に設立されたまちづくり協議会による、それぞれの地

域の特色や個性を生かしたまちづくり、地域づくりを目指した活動が行われました。また、

市民と行政が連携・協力し合いながら、将来に希望を持ち、幸せを実感できる持続可能な地

域づくりを推進するため、地域づくりの担い手の育成や、地域コミュニティの強化を推進し

ました。 

市民の市政への理解が深まるよう、広報紙やホームページ、行政チャンネル、ＳＮＳ等の

それぞれの特性を生かした、見やすく分かりやすい情報発信に努めました。 

英国ウェールズカーディフ市と中学校生徒を対象に派遣・招聘する交流やオンライン交流

を行いました。また、坂井市国際交流協会が設立され、市民主導の国際交流を支援し、国際

的な相互理解を進めました。 

姉妹都市や連携協定都市をはじめとする他の自治体との交流を一層進め、文化交流・親善

だけでなく、経済の活性化や関係人口の増加等の共存共栄できる関係を築きました。 

次世代の担い手育成と移住定住につながる関係人口の拡大を目指して、地域社会を支える

新たな担い手の確保に向けて、市内外の若者や都市部の人材を中心に、地域住民と多様に関

わる機会の創出や拡大を図りました。 

住みたいまちとしての本市の価値を高めるため、関係する団体と協働して、各地区等にあ

る地域資源にさらに磨きをかけ、魅力向上を図りました。 

仕事と家庭が両立できる労働環境づくりの支援、結婚や子育てに関する負担軽減を図る等、

住みよさを高める環境を整備しました。また、「住みよいまち坂井市」の魅力を情報発信でき

る体制づくりに努め、市外からも選ばれるまちを目指し、シティセールスの強化に取り組み

ました。 

少子・高齢社会や人口減少社会においても、持続可能な行財政運営の確立と効率的で質の

高い行政サービスが提供できるよう、公共施設の適正なマネジメントや、職員の適正な人員

配置、デジタルを活用し事務作業を効率化する等、様々な分野で行財政改革の取り組みを進

めました。 
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第二次坂井市総合計画 後期基本計画 

（２）互いに思いやり支え合うまちづくり 

複合化・複雑化した課題等を抱える人々に寄り添い、的確に対応するため、第 3 次坂井市

福祉保健総合計画を策定し、地域共生社会の実現に向けて市民や各制度の相談支援機関の連

携による包括的・総合的な相談支援体制を構築しました。 

児童福祉の分野では、多様化するニーズに対応した保育環境を確保するとともに、保育サ

ービスの更なる充実に取り組みました。また、こども家庭センターを設置し、妊産婦や乳幼

児への支援（母子保健業務）とこどもの相談や虐待相談の支援（児童福祉業務）を一元化し、

相談支援体制の充実や関係機関との連携強化を図りました。 

高齢者福祉の分野では、介護予防に取り組む意識づけと行動につながるように事業内容の

充実と普及啓発を進め、継続的に運動機能向上や認知症予防に取り組めるよう環境を整備し

ました。また、高齢者が生き生きとした生活を送ることができるよう身近な居場所づくりの

充実と社会参加を推進しました。 

障がい者福祉の分野では、障がいのある人をはじめ、すべての市民が地域の中で健やかに

暮らすことのできる社会づくりを目指し、自立するための共同生活援助や就労継続支援、福

祉サービスの情報提供や相談等の福祉環境の充実を図りました。 

健康づくりの分野では、市民の健康づくりを支援するため、各種検診や健康相談、健康ア

プリを活用したウォーキング推進事業や健康サポーター養成等を実施しました。また、感染

症予防のために、各種予防接種勧奨の強化およびインフルエンザや食中毒等の予防啓発活動

に努めました。 

地域医療の分野では、市立三国病院における医療体制を充実しつつ、市民に密着した地域

医療を目指し、在宅医療や予防医療について、県や関係機関、坂井地区医師会等と連携しな

がら医療・保健・福祉の連携強化を図りました。 

 

（３）学ぶ意欲を支えるまちづくり 

第二次坂井市教育振興基本計画を策定し、各分野において教育の推進を図りました。ＧＩ

ＧＡスクール構想による児童生徒一人一台のタブレット端末導入、校内ネットワークやセン

ターサーバーの整備、インターネットの光回線化等、デジタル環境の充実を図りました。ま

た、小学校の大規模改修工事や中学校の特別教室への空調設備の新設等の安全で快適な教育

環境整備を推進しました。 

学校教育分野では、児童生徒への一人一台端末の整備にあわせて授業支援ソフトやデジタ

ルドリル等を導入しました。これによって個別最適な学びと協働的な学びが往還する授業が

実現されました。また、本市の特色を生かした教育としてＳＯＥ(Sakai Original Education)

を提唱し、ふるさと学習、低学年からの英語教育、発達段階に合わせたデジタル教育等の独

自の教育を推進しました。 

社会教育・生涯教育の分野では、コミュニティセンターにおいて、地域の課題や住民ニー

ズを捉えた、探究学習の視点からまちづくりに繋がる講座等を実施するとともに、市民がふ

れあう地域コミュニティの場を提供しました。また、図書館では教育・文化に関する領域に

留まらず、市民の暮らしや社会に役立つ情報を提供しました。 
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第１部 序論   

歴史、文化、芸術の分野では、文化財の調査・研究を進め、貴重な文化財を指定し、その

保護や活用に努め、丸岡城においては、調査成果の周知広報を通して、文化財的価値の向上

を図りました。市民の文化芸術水準の向上や活性化を図るとともに、文化活動への積極的な

参加を推進しました。また、みくに龍翔館は、改めて歴史的文化遺産を市民共有の財産とし

て適正に収集、保管、展示し、これらの資料に関する調査および活用を図るため、坂井市龍

翔博物館として、リニューアルオープンしました。 

スポーツの分野では、市民参加型スポーツ大会を通じて、スポーツに親しむ環境づくりに

努めるとともに、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会を開催した実績とレガシー

を活かし各競技の全国大会や、ワールドマスターズゲーム２０２７関西ジャパンオープンデ

ィスクゴルフ２０２３といった国際大会の開催等、国内外との交流を深め、スポーツ活動を

支援・推進しました。 

 

（４）自然と共生できるまちづくり 

環境美化活動としてクリーンキャンペーンを開催し、豊かな自然と共生する社会づくりを

推進しました。また、環境について自ら考え行動できる人づくりを進めるためにストップ地

球温暖化対策授業やこどもエコひろば等を開催しました。ゼロカーボンシティ実現のために、

必要な施策・取り組み等をとりまとめた坂井市脱炭素ロードマップを策定し、市民と地球の

未来を考えた住民参加型ワークショップを開催しました。 

資源ごみ分別収集や民間の力を活用し、3Ｒ活動の推進を図りながら循環型社会の実現に努

めました。 

大気汚染の常時監視、協定事業所への水質汚濁、土壌汚染の分析調査等の公害防止対策に

取り組みました。 

景観に関する条例を制定し、本市らしい景観形成に取り組むため、景観づくり基本計画を

策定しました。三国湊町の歴史的街なみ、旧城下町の面影の残る丸岡城周辺の街なみ、坂井

平野に広がる田園風景等の地域固有の景観資源の保全を図るとともに、それらと調和した街

なみ景観を誘導しました。 

 

（５）地域資源を生かし活力に満ちたまちづくり 

農業の分野では、認定農業者や集落営農組織経営体の育成・活性化を図り、安全・安心な

食づくりや園芸作物等のブランド強化に取り組む等の農業生産の整備、経営基盤を支援しま

した。また、新規就農者の育成・支援を図るとともに、持続的農業への発展と定着化に取り

組みました。 

林業の分野では、自然災害や病虫害により、機能が低下している森林の回復や美しい森林

景観の再生を図るため、樹木の植栽、松くい虫被害の拡大を防止しました。また、計画的な

造林や間伐の実施等の育てる林業を推進しました。 

水産業の分野では、漁港や三国港市場の整備、水産資源の確保およびズワイガニのブラン

ド強化に取り組む等の経営基盤の強化を図りながら、新規就漁者確保の支援策を実施しまし

た。 
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商工業の振興の分野では、商業経営の安定化と魅力ある地元商店街を形成するため、事業

者の経営安定化や事業拡大、起業、事業承継等の支援や、商店街振興組合等の各種団体の取

り組みを支援するとともに、企業誘致の推進、新規産業の創出を支援しました。また、地場

産業の振興に向けて、新技術や新商品の開発を支援し、競争力の強化を図りました。 

観光の振興の分野では、県内最大の観光地である東尋坊の魅力を高めるため、観光拠点施

設の設置等を盛り込んだ再整備計画を策定し、エリア全体のハード整備を進めています。ま

た丸岡城や三国湊等の文化財や地域資源を磨き上げ、観光資源としての有効活用と魅力的で

快適な観光地づくりに取り組んでいます。また、滞在型観光の促進や、地域資源の魅力発信、

インバウンドの受け入れ体制の整備等、新たな観光層の取り込みを強化しました。他にも、

観光情報提供に関するサービスの向上を図るため、効果的な情報発信を推進しました。また、

ＤＭＯ等が中心となり、地域一丸となった観光地域づくりや将来に向けての観光担い手の育

成、また郷土の魅力の再認識によるシビックプライドの醸成に努めました。 

働く環境の分野では、労働者の就労機会の確保、定着・雇用の安定を図るため、福井労働

局や関係機関等との連携を強化しながら雇用支援策を推進しました。 

また人手不足分野における人材確保に向けて、中小企業の生産性の向上と働き方改革の取

り組みおよび市内企業の外国人労働者受け入れ体制の整備を支援しました。 

 

（６）安全で快適な暮らしを支えるまちづくり 

感染症対策を考慮した避難訓練の実施や防災ガイドブックやハザードマップの作成等を通

じて災害に対する市民防災意識向上に努め、防災メールや防災アプリ等も導入し、新たな情

報発信手段についても取り組みを進めました。また、社会情勢に応じた地域防災計画や国民

保護計画の見直しも進め、行政機能の継続に向けた危機管理体制の強化発展に努めました。

加えて、発災と同時に大量に発生する廃棄物を適切かつ円滑に処理するため災害廃棄物処理

計画を策定しました。 

防犯隊、まちづくり協議会、ＰＴＡ等のボランティア団体や地域住民の協力を得ながら犯

罪の起こりにくい環境づくりを進めました。幼児、児童、高齢歩行者対象の交通安全教室や

街頭啓発活動等の交通安全の確保を推進しました。また、消費者センターの機能充実を図り

ながら、消費者の権利保護と自立支援を図りました。 

都市計画マスタープランに基づき、計画的な土地利用の実現を図りました。 

空き家の総合的かつ計画的な対策に取り組み、市民が安心して暮らせる生活環境の確保に

取り組みました。 

公営住宅の耐震改修、老朽化修繕を計画的に進めました。また、一般市民の木造住宅の耐

震化を促進させるため、耐震改修費等を助成しました。 

水源の水質汚濁防止と監視体制の強化を図り、水道水の安全を確保しました、また水道施

設耐震化や老朽管更新等を実施し、水道水の安定供給を図りました。 

生活環境の向上や公共用水域の水質汚濁防止のため、公共下水道計画による整備を進めま

した。また、下水道施設の老朽化に対応するため、機能診断を実施して長寿命化を進めまし

た。 
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県内各地や北陸、関西、中京方面等との広域的な連携を促進するため、北陸自動車道や国

道、主要地方道等のネットワークの強化を図り、近隣市町との道路網の整備に努めるととも

に、福井港丸岡インター連絡道路や国道 8 号の 4 車線化およびバイパスの整備等を促進しま

した。 

多様な交通手段をシームレスかつ一体的なサービスとして提供できるよう、公共交通事業

者や関連自治体等と連携した取り組みを推進しました。また、公共交通空白地帯や交通不便

地域を運行しているコミュニティバスについては、多様化する住民ニーズの検証を行い、オ

ンデマンド型交通や交通事業者による路線バスへ運行形態を変え、速達性と市民の利便性を

向上させるとともに、効率化を図りました。 

ホームページでの検索の容易化、申請・届出手続きのオンライン化（電子申請）等のデジ

タルを活用し、市民の利便性向上と効率的な行政運営を図りました。また、デジタルを活用

した利便性の高い生活環境を誰もが享受できるよう、デジタルデバイド対策を実施しました。 
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第４章 市民意識 

 

後期基本計画策定にあたっては、令和6年（2024年）3月に市民満足度調査を実施しました。 

（１）調査の概要 

調査対 象 本市内に在住する 18歳以上の市民 5,000 人を無作為抽出 

調査方 法 依頼：郵送  回答：郵送または Web フォーム 

調査基準日 令和 6年（2024年）3月 1日 

調査期 間 令和 6年（2024年）3月 6日～26日 

回 収 率 有効回答数 1,421 件 回収率 28.4％ 

内容 

① 住みよさ調査 

② 地域幸福度調査 

③ 政策評価 

今回の調査は、社会の成熟化や人々の価値観の多様化が進む中で、物質的・経済的な豊か

さだけでなく、身体的・精神的・社会的に良い状態である「ウェルビーイング（well-being）」

や「幸福実感度」を重視する考えが注目されており、自治体や地域においても、これらの考

え方を取り入れたまちづくりが進められている現状を踏まえ、これまでの市民満足度調査で

調査していた「住みよさ」「政策評価」に加え、新たに地域幸福度調査を実施しました。 

  

４－１ 市民満足度調査 

写真 第７期坂井市まちづくりカレッジで幸せを実感できるまちづくりについて発表する様子 
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（１）主な結果のまとめ 

①住みよさについて 

本市の住みよさについては、「まあ住みよい」との回答が 55.2％と最も高くなっていま

す。また、「住みよい」と「まあ住みよい」を合わせた“住みよい”は 79.5％、「住みに

くい」と「どちらかといえば住みにくい」を合わせた“住みにくい”は 7.2％となっており、

約 8割の回答者は“住みよい”と回答しています。 

前回（平成 30年（2018年））調査では、“住みよい”が 77.2％、“住みにくい”が 10.9％

となっており、“住みよい”と実感している回答者の割合が 2.3ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②本市が住みよい理由について 

「住みよい」と「まあ住みよい」と回答した人に住みよい理由を尋ねたところ（３つま

で選択）、「安全・安心なまちだから」が 57.7％を占め最も高く、次いで「買い物が便利だ

から」が 52.3％となっており、この両回答が特に高い割合を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２ 住みよさ調査 

57.7

52.3

26.8

25.1

22.0

18.6

18.2

12.6

6.4

5.8

3.4

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

安全・安心なまちだから

買い物が便利だから

近所の人たちが温かいから

子育て環境が良いから

通勤・通学に便利だから

交通が便利だから

医療・福祉のサービスや施設が充実しているから

自分にあう職場があるから

教育環境が充実しているから

娯楽や余暇を楽しむ場が多いから

商売や事業に適しているから

その他

図 住みよい理由について 今回調査 

24.3％

25.2％

55.2％

52％

12.5％

9.8％

5.5％

8.6％

1.7％

2.3％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回調査

住みよい まあ住みよい どちらとも言えない

どちらかといえば住みにくい 住みにくい わからない

無回答

79.5%

10.9%77.2%

7.2%

図 住みよさについて 前回調査との比較 
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③本市が住みにくい理由について 

「住みにくい」と「どちらかといえば住みにくい」と回答した人に住みにくい理由を尋

ねたところ（３つまで選択）、「交通が不便だから」が 79.4％を占め最も高く、次いで「娯

楽や余暇を楽しむ場が少ないから」が 42.2％、「買い物が不便だから」が 41.2％と続いて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④本市をどのようなまちにしたいか 

本市をどのようなまちにしたいかを尋ねたところ（３つまで選択）、「道路や公共交通

が快適で便利なまち」が 49.8％を占め最も高く、次いで「犯罪や事故のない安全で安心な

まち」が 39.3％、「災害に強いまち」が 32.1％と続いています。 

 

  

図 坂井市をどのようなまちにしたいか 今回調査 

図 住みにくい理由について 今回調査 

79.4

42.2

41.2

29.4

26.5

21.6

11.8

6.9

6.9

6.9

4.9

9.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

交通が不便だから

娯楽や余暇を楽しむ場が少ないから

買い物が不便だから

通勤・通学に不便だから

近所づきあいが大変だから

医療・福祉のサービスや施設が十分でないから

自分にあう職場がないから

商売や事業に適してないから

子育て環境が良くないから

教育環境が十分でないから

安全・安心の面で不安だから

その他

49.8

39.3

32.1

30.8

29.9

21.9

20.8

19.4

10.1

10.1

7.1

5.2

4.9

4.1

1.2

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

道路や公共交通が快適で便利なまち

犯罪や事故のない安全で安心なまち

災害に強いまち

高齢者や障がい者福祉が充実したまち

子育てしやすく、支援が充実したまち

健康づくりが盛んで医療体制が充実したまち

みんなで支え合う地域コミュニティの豊かなまち

産業に活力があり雇用の安定したまち

歴史・伝統・文化を大切にするまち

森や川、海などの自然を身近に感じられるまち

芸術活動や生涯スポーツの盛んなまち

男女がともに輝く共生のまち

学習環境が充実した生涯学習のまち

ごみの減量化や資源化に積極的なまち

その他

無回答
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４－３ 地域幸福度調査 

12の分析項目に対して、充足度（24問）・重要度（8問）・自由記述（1問）に関するア

ンケートを実施しました。 

地域幸福度の設問に関しては、前述の第７期坂井市まちづくりカレッジで考案された「課

題解決型地域づくりのための本市独自のウェルビーイング 8指標」を参考に作成しました。 

 

第7期坂井市まちづくりカレッジで考案された課題解決型地域づくりのための本市独自のウ

ェルビーイング8指標（以下「まちカレ独自のウェルビーイング指標」） 

1 自己実現できる 自分の能力や個性を生かして、自分らしく力を発揮できるまち 

2 誇らしく思える 自信や愛着を持って心から素晴らしいと思えるまち 

3 自分らしくいられる 自分の考えや意志を持って、自分の意見を言えるまち 

4 安全で安心できる 防災や防犯、交通安全等に努力して、安心して暮らせるまち 

5 楽しくわくわくできる 喜びや情熱がわくこと、生きがいや楽しみを持って暮らせるまち 

6 希望を持って暮らせる ビジョンに向かって力を出し合い、乗り越えられる持続可能なまち 

7 助け合える 互いに思いやり、愛情や優しさを持って協力し合えるまち 

8 互いを尊重できる 一人一人の個性や人権を尊重し、違いを理解し、認め合えるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 調査分析項目（1/2） 

質問（1/2）分析項目

1.坂井市が掲げる将来ビジョン「輝く未来へ…みんなで創る希望のまち」は、理解・共感できると感じる
2.坂井市は、希望の持てるまちづくりのために効果的な政策を打ち出していると感じる
3. 「広報さかい」は読みやすく、市政の現状や方向性が身近に伝わってくると感じる

市政への
理解・参画

理念・方針

充
足
度
調
査

4.坂井市は、社会情勢の変化を的確に捉え、持続的で希望が持てる健全な行財政運営を行っていると感じる
5.坂井市は、外部環境の変化に対応し、今後も発展・成長していくと感じる
6.坂井市では、市民が積極的に意見を出し、市政に参画していると感じる

行財政への共感・
まち（行政＋市民）
のダイナミズム

7.住んでいる地域では、お互いの信頼関係が築かれており、規範やルール・マナーが浸透していると感じる
8.住んでいる地域では、防災や防犯、福祉などの面で助け合える風土や仕組みが構築されていると感じる
9.住んでいる地域では、様々な市民がボランティアなどの地域活動に参加できていると感じる

地域組織の
効果性

市民・風土

10.住んでいる地域では、普段から挨拶や交流が盛んであり、友好的な人間関係があると感じる
11.住んでいる地域では、互いの人権が尊重され、多様性やジェンダー平等のなかで一人一人が大切にされていると感じる
12.住んでいる地域では、近隣同士の過干渉やトラブルがなく、人間関係の不安や不信感、きゅうくつさはない

人間関係

13.住んでいる地域では、利便的な生活（買い物、医療、娯楽や飲食、公共施設等の利用）を送るためのアクセスは快適で
あると感じる
14.住んでいる地域では、自然環境や良好な景観があり、心地よさが感じられる
15.坂井市では、ごみ問題などの環境対策と生活の利便性が両立できていると感じる

居住環境や
生活の利便性

環境・処遇

16.自分は、身体的、精神的に健康であり、日常生活を送るうえでのストレスや不安はない
17.住んでいる地域には、予防の観点から心身の健康を維持・改善できる環境が整備されている
18.自分は、仕事、学業、家事育児と余暇活動の間で、良いバランスを保てている

健康とワークライフ
バランス

19.住んでいる地域では、「楽しい」「嬉しい」「わくわくする」といった前向きな感情を持つことができる
20.自分は、その地域の一員として受け入れられている実感があり、地域の中で自分の居場所があると感じる
21.自分は、自身の能力や資質などの個性を伸ばしながら、自分らしく地域に貢献できていると感じる

承認欲求・
ポジティブ感情

活動・成長

22.住んでいる地域には、愛着や誇りがあり、これからも住み続けたいと考えている
23.住んでいる地域では、自分が思い描く理想や目標を実現していくことができると感じる
24.住んでいる地域では、子どもから高齢者まで世代を超えて協力し合い、地域の未来を築いていけると感じる

自己実現・
多世代共創
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回答結果を数値（スコア）化したところ、全体のスコアの平均値は「3.33」であり、この

スコアが、現在の市民の幸福度の基準となります。また、年代別にみると、20歳代のスコア

が最も高く、50歳代のスコアが最も低い結果となりました。 

  

図 全体のスコア（年代別） 

質問（2/2）分析項目

25.市政の現状や方向性を理解し積極的に市政に参画すること
市政への
理解・参画

重
要
度
調
査

26.行政と市民がまちづくりを通して活気ある坂井市をつくること
行財政への共感・
まち（行政＋市民）
のダイナミズム

27.地域住民の間で信頼関係があり、地域が果たすべき機能が効果的に発揮されていること
地域組織の
効果性

28.地域住民がふだんから良好な関係性を築き、お互いを尊重しながら思いやりをもつこと人間関係

29.必要な都市機能や快適性・利便性が備わっており安心して暮らせること
居住環境や
生活の利便性

30.身体的・精神的な健康を維持し、自分を大切にしながら過ごすことができること
健康とワークライフ

バランス

31.地域に対して貢献ができ、自分らしく成長していけること
承認欲求・

ポジティブ感情

32.多世代に渡って地域の未来を築いていくこと
自己実現・
多世代共創

33.これまでの設問を踏まえ坂井市の今後のまちづくりについてご意見がございましたらお書きください自由記述

表 調査分析項目（2/2） 

表 回答結果の数値化 

無回答全くあてはまらない
どちらかといえば
あてはまらない

どちらでもない
どちらかといえば
あてはまる

とてもよくあてはまる選択肢

計算対象外1点2点3点4点5点評点

5.04.03.02.0

3.33

どちらかといえば
あてはまらない

どちらでもない どちらかといえば
あてはまる

とてもよくあてはまる

やや低い 高い中間

3.0 3.6

3.6

70歳以上

3.36
50歳代

3.23
60歳代

3.34
40歳代

3.30
20歳代

3.51
30歳代

3.32
10歳代

3.42



 

25 

 

第１部 序論   

年代別の充足度調査のスコアをみると、20歳代の「環境・処遇」のスコアが最も高く、50

歳代の「活動・成長」のスコアが最も低い結果となりました。全体では、10 歳代および 20

歳代のスコアが高い傾向がみられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、各設問の回答結果を見ると、充足度調査では、「住んでいる地域では、利便的な生

活（買い物、医療、娯楽や飲食、公共施設等の利用）を送るためのアクセスは快適であると

感じる。」「住んでいる地域では、自然環境や良好な景観があり、心地よさが感じられる。」

といった設問で「とてもよくあてはまる」「どちらかといえばあてはまる」という回答が高

くなっています。一方、「住んでいる地域では、近隣同士の過干渉やトラブルがなく、人間

関係の不安や不信感、きゅうくつさはない。」「坂井市では、市民が積極的に意見を出し、

市政に参画していると感じる。」といった設問では「どちらかといえばあてはまらない」「全

くあてはまらない」といった回答が高くなっています。 

また、重要度調査では、「身体的・精神的な健康を維持し、自分を大切にしながら過ごす

ことができること。」「必要な都市機能や快適性・利便性が備わっており安心して暮らせる

こと。」といった設問で「とても重要である」「やや重要である」という回答が高くなって

います。一方、「市政の現状や方向性を理解し積極的に市政に参画すること。」「地域に対

して貢献ができ、自分らしく成長していけること。」といった設問では「あまり重要でない」

「全く重要でない」といった回答が高くなっています。 

 

  

全体スコア

3.34

3.35

3.46

3.17

3.33 

3.52 

3.61 

3.21 

3.45 

3.53 

3.73 

3.35 

3.29 

3.33 

3.46 

3.19 

3.33 

3.30 

3.43 

3.14 

3.32 

3.29 

3.33 

3.00 

3.33 

3.36 

3.46 

3.19 

3.37 

3.36 

3.48 

3.24 

2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80

理念・方針

市民・風土

環境・処遇

活動・成長

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代以上

図 充足度調査のスコア（年代別） 
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第二次坂井市総合計画 後期基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 市政への理解・参画 E 居住環境や生活の利便性 

B 行財政への共感・まち（行政＋市民）のダイナミズム F 健康とワークライフバランス 

C 地域組織の効果性 G 承認欲求・ポジティブ感情 

D 人間関係 H 自己実現・多世代共創 

B 

A 

市
民
・
風
土 

11.1%

5.5%

14.2%

5.8%

8.5%

2.6%

8.1%

6.5%

4.0%

9.8%

5.3%

13.5%

15.7%

18.7%

14.7%

14.2%

6.3%

9.9%

4.5%

7.6%

4.3%

19.6%

4.3%

4.5%

42.9%

37.1%

48.9%

37.2%

40.8%

19.4%

50.2%

43.5%

30.9%

43.5%

27.1%

46.4%

31.9%

49.5%

53.2%

43.7%

36.4%

41.6%

24.2%

37.2%

23.0%

46.8%

23.9%

28.8%

36.9%

40.6%

27.9%

40.7%

34.0%

47.3%

27.3%

32.5%

40.7%

30.4%

49.4%

26.0%

17.5%

22.0%

22.7%

21.6%

39.7%

30.1%

41.2%

38.6%

45.8%

23.1%

49.6%

43.1%

6.2%

12.8%

7.0%

13.2%

13.6%

23.6%

11.3%

13.7%

19.3%

12.5%

13.8%

11.1%

21.9%

7.6%

6.8%

15.9%

13.9%

13.4%

20.8%

11.8%

18.5%

7.5%

15.7%

16.9%

2.8%

4.0%

2.0%

3.0%

3.1%

7.1%

3.0%

3.8%

5.1%

3.8%

4.5%

3.0%

13.1%

2.1%

2.6%

4.6%

3.7%

5.0%

9.5%

4.8%

8.4%

3.0%

6.5%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

坂井市が掲げる将来ビジョン「輝く未来へ…みんなで創る希望のまち」

は、理解・共感できると感じる。

坂井市は、希望の持てるまちづくりのために効果的な政策を打ち出して

いると感じる。

「広報さかい」は読みやすく、市政の現状や方向性が身近に伝わってくる

と感じる。

坂井市は、社会情勢の変化を的確に捉え、持続的で希望が持てる健全

な行財政運営を行っていると感じる。

坂井市は、外部環境の変化に対応し、今後も発展・成長していくと感じ

る。

坂井市では、市民が積極的に意見を出し、市政に参画していると感じ

る。

住んでいる地域では、お互いの信頼関係が築かれており、規範やルー

ル・マナーが浸透していると感じる。

住んでいる地域では、防災や防犯、福祉などの面で助け合える風土や

仕組みが構築されていると感じる。

住んでいる地域では、様々な市民がボランティアなどの地域活動に参加

できていると感じる。

坂井市が掲げる将来ビジョン「輝く未来へ…みんなで創る希望のまち」

は、理解・共感できると感じる。

住んでいる地域では、普段から挨拶や交流が盛んであり、友好的な人

間関係があると感じる。

住んでいる地域では、互いの人権が尊重され、多様性やジェンダー平等

のなかで一人一人が大切にされていると感じる。

住んでいる地域では、近隣同士の過干渉やトラブルがなく、人間関係の

不安や不信感、きゅうくつさはない。

住んでいる地域では、利便的な生活（買い物、医療、娯楽や飲食、公共

施設等の利用）を送るためのアクセスは快適であると感じる。

住んでいる地域では、自然環境や良好な景観があり、心地よさが感じら

れる。

坂井市では、ごみ問題などの環境対策と生活の利便性が両立できてい

ると感じる。

自分は、身体的、精神的に健康であり、日常生活を送るうえでのストレ

スや不安はない。

自分は、仕事、学業、家事育児と余暇活動の間で、良いバランスを保て

ている。

住んでいる地域では、「楽しい」「嬉しい」「わくわくする」といった前向きな

感情を持つことができる。

自分は、その地域の一員として受け入れられている実感があり、地域の

中で自分の居場所があると感じる。

自分は、自身の能力や資質などの個性を伸ばしながら、自分らしく地域

に貢献できていると感じる。

住んでいる地域には愛着や誇りがあり、これからも住み続けたいと考え

ている。

住んでいる地域では、自分が思い描く理想や目標を実現していくことが

できると感じる。

住んでいる地域では、子どもから高齢者まで世代を超えて協力し合い、

地域の未来を築いていけると感じる。

とてもよくあてはまる どちらかといえば

あてはまる

どちらでもない どちらかといえば

あてはまらない

全く当てはまらない

住んでいる地域では、近隣同士の過干渉やトラブルがなく、人間関係の不安

や不信感、きゅうくつさはない。

住んでいる地域では、利便的な生活（買い物、医療、娯楽や飲食、公共施設

等の利用）を送るためのアクセスは快適であると感じる。

住んでいる地域では、自然環境や良好な景観があり、心地よさが感じられる。

坂井市では、ごみ問題などの環境対策と生活の利便性が両立できていると感

じる。

自分は、身体的、精神的に健康であり、日常生活を送るうえでのストレスや

不安はない。

自分は、仕事、学業、家事育児と余暇活動の間で、良いバランスを保ててい

る。

住んでいる地域では、「楽しい」「嬉しい」「わくわくする」といった前向

きな感情を持つことができる。

自分は、その地域の一員として受け入れられている実感があり、地域の中で

自分の居場所があると感じる。

自分は、自身の能力や資質などの個性を伸ばしながら、自分らしく地域に貢

献できていると感じる。

住んでいる地域には愛着や誇りがあり、これからも住み続けたいと考えてい

る。

住んでいる地域では、自分が思い描く理想や目標を実現していくことができ

ると感じる。

住んでいる地域では、子どもから高齢者まで世代を超えて協力し合い、地域

の未来を築いていけると感じる。

坂井市が掲げる将来ビジョン「輝く未来へ…みんなで創る希望のまち」は、

理解・共感できると感じる。

坂井市は、希望の持てるまちづくりのために効果的な政策を打ち出している

と感じる。

「広報さかい」は読みやすく、市政の現状や方向性が身近に伝わってくると

感じる。

坂井市は、社会情勢の変化を的確に捉え、持続的で希望が持てる健全な行財

政運営を行っていると感じる。

坂井市は、外部環境の変化に対応し、今後も発展・成長していくと感じる。

坂井市では、市民が積極的に意見を出し、市政に参画していると感じる。

住んでいる地域では、お互いの信頼関係が築かれており、規範やルール・

マナーが浸透していると感じる。

住んでいる地域では、防災や防犯、福祉などの面で助け合える風土や仕組み

が構築されていると感じる。

住んでいる地域では、様々な市民がボランティアなどの地域活動に参加でき

ていると感じる。

坂井市が掲げる将来ビジョン「輝く未来へ…みんなで創る希望のまち」は、

理解・共感できると感じる。

住んでいる地域では、普段から挨拶や交流が盛んであり、友好的な人間関係

があると感じる。

住んでいる地域では、互いの人権が尊重され、多様性やジェンダー平等のな

かで一人一人が大切にされていると感じる。

理
念
・
方
針 

図 市民満足度調査結果 充足度 

環
境
・
処
遇 

活
動
・
成
長 
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D 
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G 
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図 市民満足度調査結果 重要度 

23.2%

39.5%

32.9%

46.1%

58.4%

64.9%

25.7%

46.7%

44.8%

45.4%

44.5%

43.1%

33.1%

28.9%

46.4%

40.0%

24.5%

12.1%

19.9%

9.1%

7.4%

5.8%

23.9%

11.1%

6.4%

2.3%

2.2%

1.3%

0.9%

0.3%

3.3%

1.7%

1.1%

0.7%

0.5%

0.3%

0.1%

0.1%

0.8%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市政の現状や方向性を理解し積極的に市政に参画すること。

行政と市民がまちづくりを通して活気ある坂井市をつくること。

地域住民の間で信頼関係があり、地域が果たすべき機能が

効果的に発揮されていること。

地域住民がふだんから良好な関係性を築き、お互いを尊重し

ながら思いやりをもつこと。

必要な都市機能や快適性・利便性が備わっており安心して暮

らせること。

身体的・精神的な健康を維持し、自分を大切にしながら過ご

すことができること。

地域に対して貢献ができ、自分らしく成長していけること。

多世代に渡って地域の未来を築いていくこと。

とても重要である やや重要である どちらでもない あまり重要でない 全く重要でない
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第二次坂井市総合計画 後期基本計画 

４－４ 幸福実感 まち未来トーク 

（１）目的 

市民が市政への参画の充足度や重要度、地域への貢献の重要度が比較的低いという地域幸

福度調査の結果を受けて、実際に市民は地域の中で、地域とどう関わって暮らしていくこと

が幸せなのかを、本市独自のウェルビーイング指標に照らし合わせながら参加者同士で考え

てもらうことを主な目的にこのワークショップを実施しました。 

（２）実施方法 

令和 6 年（2024 年）6 月から、市内コミュニティセンター単位で参加者を募集して、各コ

ミュニティセンターで開催しました。 

（３）ワークショップの内容 

① 概要説明 

 

② グループワーク 1 「地域の中で感じるポジティブな感情、ネガティブな感情」 

参加者が１グループ５～６名に分かれて、グループ内で自らの地域の中で感じる「ポジ

ティブな感情（＝強み）」と「ネガティブな感情（＝弱み）」について話し合う。 

 

③ グループワーク２ 「5年後・10年後の地域を考える」 

グループワーク１で出てきた地域の強み弱みを踏まえ、市民満足度調査結果と「まちカ

レ独自のウェルビーイング指標」を用いた表を活用しながら、5年度・10年後にどんな地

域社会を実現していたいかについて話し合う。 

 

④ 全体共有・ふりかえり 

 

  写真 ワークショップの様子 
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第１部 序論   

（４）ワークショップのふりかえり 

① まち未来トーク参加者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域づくりへの参加意欲（まち未来トーク参加後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ まとめ 

 ・ワークショップに参加し、全ての年代で自分たちが暮らす近未来の地域を考えることで

地域住民としての自覚が生まれている 

 ・地域においても、住民同士、性別や世代等を問わず自由に発言し、認め合う雰囲気の中

で、対話することが重要である 

 ・地域や地域の活動に参加したいと思っている人が多くいる 

 ・地域は地域住民が自己実現・地域貢献できる場となる可能性がある 

 ・「まちカレ独自のウェルビーイング指標」の「地域」における市民の幸せをはかる指標と

しての重要性 

 

（５）本市が目指すべき将来像の実現に向けて 

地域のこと（将来・課題）を、地域の中で対話して考えていくことで、地域づくりに参加

したい人が増えて、地域住民の幸福度が向上していく可能性があることが、このワークショ

ップを通してわかりました。本市は、そういった地域の対話の場所に参加し、共に地域の将

来を考えていくことで、地域住民、ひいては市民の幸福度を向上していく必要があります。 

  

年代等 参加者数(人) 

小中学生 131 

高校生・大学生 12 

20～30歳代 50 

40～50歳代 125 

60歳以上 132 

男性 女性 

257 197 

※ワークショップの内容の詳細については、巻末の資料編に記載しています。 



 

30 

 

第二次坂井市総合計画 後期基本計画 

４－５ 坂井市総合計画に必要な視点 

本市が目指すべき将来像やその達成のために必要な基本的施策の方向性を検討し、施策の

指針を定めるにあたり、全てにわたって共通して大切にすべき事柄を、4つの視点として整理

します。 

 

（１）坂井市を担う「ひと」を育てる視点 

「まちづくりは、ひとづくり」と言われるように、まちの魅力を磨くのも、利便性を高め

るのも、互いに助け合って暮らすことも、その主役は「ひと」です。 

市民一人ひとりが、地域に対する理解を深め、相互に協力することで、協働のまちづくり

をさらに一歩前へ推進することが重要です。 

そのためには、本市の未来を担う次世代が健やかに育つ環境を地域ぐるみで整え、コミュ

ニティとの関わりを通じて本市に誇りや愛着をもった担い手を育てる視点が必要です。 

 

（２）坂井市の「住みよさ」をさらに高める視点 

本市は、内外から「住みよさ」に定評を得ています。 

今後も、人口減少や少子高齢化が進展する中で、デジタルの活用、地域コミュニティの充

実、地域防災力の向上、都市基盤の整備等により、誰もが「住みよさ」を実感しながら、安

全・安心・快適に暮らし続けることができるよう、住環境の更なる向上を図ることが重要で

す。 

また、市外の人にも魅力を感じてもらい、「住みたい」と思えるまちを目指すとともに、

将来にわたって豊かな自然環境や心安らぐ風景を引き継ぐことが重要です。そのためには、

人口規模に合わせた持続可能なまちづくりに向けて、本市全体の最適化を図る視点が必要で

す。 

 

（３）坂井市の「多様性」を生かして発展していく視点 

本市は、それぞれ固有の歴史と文化を背景に、多様で個性豊かな地域から成り立っていま

す。各地域のまちづくり協議会では、多様なまちの特性を活かした取り組みを展開していく

ことが重要です。そして、未来への活力を創造していくためにも、地域間や世代間、コミュ

ニティ間をはじめ、分野を超えた交流・連携を促し、まちづくりの知恵や手法を共有するこ

とで、相乗効果によって発展していく視点が必要です。 

また、グローバル化や個人の価値観が尊重される社会が進展する中、性別や年齢、国籍等

に関係なく、一人ひとりの人権や多様性が尊重され、個性と能力を発揮できる共生社会を実

現することが重要です。 
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第１部 序論   

（４）幸せを実感できるまちづくりの視点 

人口減少・高齢化社会の進展が予測される中で、本市が持続的に発展を遂げるためには、

住みよさを高めるだけでなく、市民が幸福を実感でき、住み続けたくなるまちづくりを進め

ていくことも重要です。 

そのためには、ウェルビーイングの考え方を取り入れ、市民との対話を通して施策の立案

や検証を行い、共に坂井市民の幸せや本市の将来を考えていくことで、本市に暮らす全ての

人の幸福感の向上を実現するという視点が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 7期坂井市まちづくりカレッジで考案された 
課題解決型地域づくりのための本市独自のウェルビーイング 8指標 
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第二次坂井市総合計画 

後期基本計画 

 

 

  


